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Ⅰ    成平成 25 年年度の三重県経営にあたって    

１ 「平成 25 年度三重県経営方針」の位置づけ 

「平成 25 年度三重県経営方針」は、平成 25 年度の三重県政を推進するに

あたっての基本となる方針であり、「みえ県民力ビジョン」を推進するＰＤ

ＣＡ（計画・実行・評価・改善）サイクルにおいて起点となるＰｌａｎ（計

画）に位置するものである。 

 

２ 平成 25 年度における県政の考え方 

平成 25 年度は、「みえ県民力ビジョン」の２年目を迎える。「みえ県民力

ビジョン・行動計画」やその他の計画等1に示した取組や達成すべき目標に

ついて、平成 25 年度は、着実に成果を出していくことが求められてくる年

である。 

極めて深刻な県財政の中にあっても、優先順位を明確にするため、「選択・

集中プログラム」を中心に取組を加速するとともに、紀伊半島大水害からの

復興や社会情勢の変化等への対応についても特に注力して取り組む。 

また、各施策の展開にあたっては、県民の皆さんの声や現場で発見した課

題、みえ県民意識調査の結果などを十分踏まえ、目標達成に向けた戦略的な

取組を一層推進する。 

 

                                                   
1 計画等の例：「みえ障がい者共生社会づくりプラン」、「みえ産業振興戦略」、「三重県新エ

ネルギービジョン」、「みえの観光振興に関する条例」、「三重県観光振興基本計画」、「三重

県行財政改革取組」など 
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Ⅱ    成平成 25 年年度の政策課題及びその 向展開方向    

 平成 25 年度においては、「選択・集中プログラム」に加え、社会情勢の変

化への対応や新たな仕組みの構築などのため、以下の項目について、特に注

力して取り組む。 

１ 「選択・集中プログラム」において特に注力する取組 

（１）緊急課題解決プロジェクト 

（緊急課題解決１） 

命命をを守守るる 急 災急 災緊急減災緊急減災プロジプロジプロジェクトプロジェクト    

東日本大震災の発生以降、南海トラフを震源とする巨大地震への対応な

ど、防災・減災対策の強化が求められていることから、「三重県地域防災

計画（地震・津波対策編）」を抜本的に見直すとともに、「三重県新地震対

策行動計画（仮称）」を策定し、これらを安全・安心で災害に強い三重づ

くりの共通指針として、取組を着実に推進する。さらに、地震被害想定調

査の結果を踏まえた石油コンビナート防災アセスメントや、紀伊半島大水

害で明らかになった課題を踏まえた風水害対策の見直しを行う。 

具体的には、市町の新たな減災計画による取組を支援するほか、県民の

「意識」を「行動」へ結び付けていくための新たな啓発活動を実施する。 

また、木造住宅及び公共施設等の耐震化や、学校における「防災ノート」

の活用などによる防災教育の一層の推進、「育成から活用」に主眼を置い

た防災人材育成・活用システムの構築に取り組むとともに、災害医療対応

マニュアルに基づく災害医療体制の充実や、災害時要援護者の視点に立っ

た取組の展開を図る。 

加えて、海岸や河口部の堤防等の脆弱箇所への対策、防潮扉の動力化や

水門の遠隔操作化、避難路等の整備などに取り組み、総合的な防災・減災

対策を推進する。 

 

（緊急課題解決２） 

命と地域を支支 るえる道道づくづくりプロジェクト    

自然災害の脅威は今後一層深刻化することが予想され、地域の安全・安

心を支える幹線道路等の整備が急がれている。また、集積する産業や魅力

ある観光など地域を支える幹線道路等の整備が求められている。 

このため、災害時の復旧・復興を担うとともに、神宮式年遷宮を契機と

した県内外との交流連携の促進に向け、平成 25 年度の供用開始予定とな

っている紀勢自動車道（海山～紀伊長島）、熊野尾鷲道路（三木里～大泊）

や第二伊勢道路等の整備を進める。また、「新たな命の道」として地域の
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悲願でもある紀伊半島のミッシングリンクとなっている未事業化区間（大

泊～新宮）の早期事業化を図る。 

交通需要への対応と交通渋滞の解消、災害時の緊急輸送や代替ルートの

確保に向け、新名神高速道路、東海環状自動車道、北勢バイパスや中勢バ

イパス等の整備促進を図る。 

 

（緊急課題解決３） 

命命とと健康健康をを守守守守るる医療体制医療体制医療体制医療体制のの確保確保プロジェクトプロジェクト    

平成 24年度策定の「保健医療計画（第５次改訂）」に基づき、医療従事

者の確保やがん対策、救急医療対策等の取組を進める。 

特に、医師の不足・偏在等により、本県の医療環境は依然として厳しい

状況にあるが、今後は、県内で勤務を開始する医師修学資金貸与医師等が

段階的に増加することが見込まれる。このため、三重県地域医療支援セン

ターにおいて、三重大学や医療機関等と連携して総合医（総合診療医）を

含む内科・外科等における後期臨床研修プログラムを作成することを通じ

て、若手医師がへき地や医師不足地域を含む県内の複数医療機関をローテ

ーションしながらキャリア形成する仕組みづくりを進める。また、医療機

関等が行う指導医の確保・育成や子育て医師等の復帰支援等の取組を促進

する。 

看護職員も依然として不足していることから、多様な保育ニーズにも対

応できる病院内保育所設置や就労環境改善のためのアドバイザー派遣、研

修会実施などの取組を促進することにより、看護職員の離職防止、復職支

援を図る。 

そのほか、新しい「三重県がん対策戦略プラン」を多様な主体が参加し

て県全体で取り組むことができるよう、がん対策に関する条例制定につい

て検討していく。 

 

（緊急課題解決４） 

働く意欲が生生 せるかせる雇用雇用確保プロジェクト    

産業・労働・教育の三つの分野の連携による「三重県キャリア教育支援

協議会（仮称）」を設置し、若者の就労と企業等の人材確保を支援する。 

特に、若者を取り巻く雇用環境については、求人と求職のミスマッチに

よる早期離職が課題となっていることから、学生の就業体験の場の拡大を

図るため、産学官が連携し、ワークプレイスメント（学生就業体験事業）

や長期インターンシップを実施する。また、首都圏営業拠点を活用し、Ｕ

ターン就職への支援など若者と企業等とのマッチング機会の充実や、ビジ

ネスマッチング等による三重の若手経営者と首都圏の企業家との出会い

の場の構築などといった人的ネットワークづくりを進める。 
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また、福祉・介護職場等の人材ニーズに応じた福祉人材センター専門員

による求職者と企業等とのマッチング支援や情報提供の充実等に取り組

む。 

 

（緊急課題解決５） 

家族家族のの 生生絆再生絆再生とと子育子育子育子育てのてのてのためのてのための安心安心プロジェクトプロジェクト    

子どもの健全な育成に必要な自己肯定感を高めるには、周りの大人の関

わり方の影響が大きいことが指摘されている。こうした中、県内の児童虐

待相談件数が増加するなど、子どもを取り巻く環境には課題が山積してい

ることから、身近な地域社会全体で子育て家庭を応援する取組のより一層

の推進が求められている。 

このため、新たに市町等と連携して、「みえの子育ちサポーター」の各地

域での活動促進を図るとともに、企業等と協力して、「みえ次世代育成応援

ネットワーク」の会員拡大と地域ごとの自主的な活動の推進に向けた取組情

報の共有や会員同士の交流の場づくりを行う。 

また、子育て中の親の悩みの共有や親同士のつながりを促進するため、ワ

ークショップ形式の「親なびワーク」を児童虐待未然防止の観点も踏まえて、

乳幼児を持つ親を重点的な対象としてリニューアルする。 

平成 27 年度の子ども・子育て新制度の本格的な施行に向けて、市町の

保育・放課後対策等の充実や地域の新たな子ども・子育て支援機能の構築

を支援するとともに、三重県版の子ども・子育て会議の設置に向けた取組

を進める。 

さらに、虐待を受けた児童など、社会的養護が必要な児童については、

できる限り家庭的な環境の下で養育し、特定の大人との愛着関係の形成を

育むことが必要であることから、「三重県における社会的養護のあり方検

討会」での議論を踏まえ、里親委託の促進や児童養護施設の小規模グルー

プケア化など、家庭的ケアを推進するための環境整備に取り組む。 

 

（緊急課題解決６） 

「「共共にに生生 るるきるきる」」社会社会社会社会をつをつをつくるをつくる障障がいがい者自立支援者自立支援 ジ クトクトプロジェクトプロジェクト    

障がい者の工賃増額に向けて、福祉事業所産品等に関する実態の調査結

果を踏まえ、経営コンサルタントを活用した福祉事業所の経営意識の向上

や作業改善等の取組を進めるとともに、コンサルタントの持つ企業ネット

ワークと共同受注窓口をつなげ、受注拡大に取り組む。 

また、「三重県雇用創造懇話会」での意見や企業が障がい者を雇用する

際の課題を踏まえ、企業等における障がい者雇用が促進される具体的な仕

組みづくりを検討し、県民総参加での障がい者雇用の促進につなげる。 

そのため、障がい者の優良雇用モデルの創出と活用による企業への普及
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啓発や求人開拓、雇用された障がい者へのフォローアップに取り組む。 

さらに、障がい者がいきいきと働き、障がい者雇用の重要性を認識して

もらえるような「場」を産業界や労働界と連携して創設する。 

このほか、子どもの発達支援の充実に向けては、引き続き、医療、福祉、

教育と連携した取組を進めるとともに、総合拠点としての「こども心身発

達医療センター（仮称）」の平成 29 年度完成に向けた建設工事に着手す

る。あわせて、障がいのある子どもたちの早期からの途切れのない支援体

制の充実に向け、「パーソナルカルテ」の推進強化市町を拡大し、その作

成と活用を進める。 

 

（緊急課題解決７） 

三重三重の食を拓
ひら

く「みえ イノベーフードイノベーション」～もうかる 業農林水産業

のの展展開プロジェクト    

三重県の強みである「食」の魅力等を生かした「もうかる農林水産業」

の実現をめざす、産学官連携による「みえフードイノベーション・ネット

ワーク」を活用した各プロジェクトが成果をあげつつあることから、さら

なるプロジェクトの創出や県外からの来訪者を意識した商品づくりに取

り組む。加えて、商品化等に向けた研究成果の活用や戦略的なブランドづ

くりなどを一層進めることで新たな三重の「食」を開拓し、県内農林水産

業を牽引していく売れる新商品の開発を強化する。 

また、首都圏営業拠点等を活用して、県産品の情報発信やブラッシュア

ップ、販路開拓等をさらに強化し、三重の認知度向上等につなげる。 

 さらに、農林水産資源の高付加価値化に向けた地域の自立的な取組を促

進するため、地域活性化プラン等の策定地域の拡大や実践に向けた支援に

取り組む。 

 

（緊急課題解決８） 

日本日本をリードする「「メイメイド・インイン・三重」～ものづくり推進 ェプロジェ

クトクト    

三重県を強じんで多様な産業構造とするために策定した「みえ産業振興

戦略」の具体的な展開を進める。このため、県内中小企業の外部連携や海

外展開が進んでいない実情を踏まえ、特に中国・ＡＳＥＡＮ諸国等への取

組を強化するなど、県内中小企業が取り組む海外展開を支援する。 

また、金融機関や商社との連携による企業誘致体制の充実・強化を図る

とともに、新たな企業誘致の仕組みを活用し、県内外からの投資を促進す

る。 

さらに、付加価値を高め、海外販路開拓を促進するため、産学官連携に

よる技術力向上支援や、地域資源のブランド化をめざす事業者とクリエー
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ター等とのマッチング機会の創出に取り組む。また、中小企業が環境変化

に柔軟に対応し、競争力を維持していくことができるように、中小企業の

振興に関する条例の制定に向けた検討を進める。 

 

（緊急課題解決９） 

暮暮らしとらしと 業業産業産業をを守守守守るるるる獣害獣害獣害対策獣害対策プロジェクトプロジェクト    

依然として野生鳥獣による農林水産被害に歯止めがかからないことか

ら、市町による集落リーダーの育成や組織化など獣害につよい地域づくり

を進めるとともに、鳥獣被害対策実施隊等における捕獲者の確保など地域

の捕獲力を強化する。また、市町や企業等と連携した大量捕獲技術の開発

や捕獲体制の広域連携等に取り組む。 

さらに、外食産業等と連携した新たな商品化の実現など獣肉の一層の利

活用に向けた成果が生まれつつあることから、企業等と連携した新商品の

開発やレストラン等での新メニューへの活用促進に加え、品質や供給量の

安定確保のための解体処理施設整備の支援や解体処理から加工・販売等に

至る獣肉の処理･供給体制づくりを進める。 

 

（緊急課題解決１０） 

地域を守る産 廃棄物産業廃棄物のの不適正処理是正 トプロジェクト    

地域の暮らしの安全・安心を確保するため、産廃特措法による国の支援

を受けて、産業廃棄物の不適正処理４事案のうちの３事案（桑名市五反田、

桑名市源十郎新田、四日市市内山）に続いて、四日市市大矢知・平津事案

についても速やかに環境修復事業に着手する。 

また、排出者責任を徹底するため、排出事業者等への個別の働きかけや

業界との連携により、電子マニフェストと優良産廃処理業者の活用を一層

進める。 

 

 

（２）新しい豊かさ協創プロジェクト 

（新しい豊かさ協創１） 

未来未来をを築築くく子子子子 ものものどものどもの学力学力学力向上協創学力向上協創プロジェクトプロジェクト    

全国学力・学習状況調査の結果等により、三重県の子どもたちは全国と

比べて読解力や表現力が弱い、家庭学習の時間が短いなどの課題が明らか

になったことに加え、調査結果の活用が十分でないことから、学校・家庭・

地域が一体となって、読書活動の充実を図るとともに、ワークシートを活

用した家庭学習を促進するほか、調査結果の活用実践例を紹介するなど、
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子どもたちの学力向上に向けた県民総参加による取組を着実に進める。 

また、授業改善モデルの実践研究等による教職員の授業力の向上を図る

とともに、コミュニティ・スクール等の導入や地域住民の知識・技能を活

用した学習支援活動等による地域に開かれた学校づくりを推進する。 

 

（新しい豊かさ協創２） 

夢夢とと感動感動ののス ーツス ーツスポーツスポーツ推進推進推進協創推進協創プロジェクトプロジェクト    

本県で開催される平成 30年の全国高等学校総合体育大会、平成 33年の

国民体育大会に向けた準備を進めるとともに、本県選手の育成及び将来の

トップアスリートの育成のために「三重県競技力向上対策基本方針（仮

称）」の策定や、新たに「三重県競技力向上対策本部（仮称）」を設立し、

本県競技力の一層の向上を図る。 

また、平成 33 年に開催予定の全国障害者スポーツ大会に向けて三重県

にない競技団体の結成や専門的な知識を有するスポーツ指導員・コーチの

養成を行う。 

さらに、スポーツを通した地域の活性化を進めるため、さまざまな主体

で組織する「みえのスポーツ・まちづくり会議（仮称）」での議論を生か

し、スポーツファンドやスポーツボランティアバンクの取組を充実すると

ともに、県内外からの誘客が期待できるスポーツイベント等の支援を行う。 

 

（新しい豊かさ協創３） 

イスマートライフ推進協創推進協創プロジェクト    

「三重県新エネルギービジョン」の具現化を図るという観点から、防災

対策、観光振興、健康・医療など地域のニーズや課題と、環境・エネルギ

ー技術とを結び付けるため、「みえスマートライフ推進協議会」の下に、「ク

リーンエネルギーバレー推進部会」、「新エネルギー導入部会」、環境・エ

ネルギー技術の活用によるまちづくりを目的とした「地域モデル検討部

会」を設け、モデルプロジェクトを推進し、産業振興に生かしていく。 

具体的には、次世代型コンビナートをめざす「バイオリファイナリー研

究会」や、中小企業の環境・エネルギー関連分野への参入を促進するため

の「エネルギー関連技術研究会」において関連産業の振興を図る。また、

メガソーラー、風力発電や木質バイオマスなどについて、市町や企業等と

連携して、新エネルギーの創出や新しいビジネスモデルの創出に結び付け

るための調査研究、開発支援に取り組む。 
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（新しい豊かさ協創４） 

世界世界のの人人 ととびとをびとを呼呼呼呼びびびび込込込込むむむむ観光協創観光協創プロジェクトプロジェクト    

神宮式年遷宮や熊野古道世界遺産登録 10 周年を契機に、三重県への誘

客拡大をめざし、市町や民間事業者をはじめとするあらゆる主体と連携し

た「三重県観光キャンペーン（仮称）」を３年間実施するとともに、全庁

を挙げて観光ＰＲを進める。 

また、首都圏営業拠点の活用や、「昇龍道プロジェクト」など中部圏と

の広域連携を含めた他県との連携により、海女や忍者をはじめとする三重

県が世界に誇る観光資源の情報発信に取り組む。 

海外からの誘客については、「選択と集中」により対象国・地域を選定

する中で、特に平成 25 年度は、「2013 日台観光サミット」が本県で開催さ

れることから、台湾から三重県への観光客等の倍増をめざし、集中的な 

ＰＲやネットワークの構築に取り組む。 

 

（新しい豊かさ協創５） 

県民力を高めめる絆絆づくりづくり協創プロジェクト    

行政だけでなく、さまざまな主体が「公」を担い、社会や地域の活動に

参画することが求められていることから、子どもや若者をはじめ、外国人

住民や障がい者など、幅広い層の県民の皆さんが、主体的に社会や地域の

活動に参画するための支援や場づくりなどに取り組んでいる中で、さらに

活動の質的向上を図るとともに多様な主体の参画が求められている。 

そのため、地域の皆さんと学生が地域の課題について意見交換や具体的

な取組を行う交流フォーラムの開催、大学生ボランティアによる少年の立

ち直り支援活動等の展開、大規模災害発生時に外国人住民を含むさまざま

な主体と協力して多言語で支援を行う環境づくり、平成24年度に策定する

「新しい公共推進指針（仮称）」を踏まえたさまざまな主体との「協創」

の推進、「美し国おこし・三重」における県民力拡大プロジェクトプレイ

ベント等の開催などにより、県民による「協創」の地域づくり、社会づく

りを進める。 

 

 

（３）南部地域活性化プログラム 

県南部地域では、生産年齢人口の減少、過疎化等が進行し、地域の活力

が低下していることから、若者の雇用の場の確保や定住の促進に向け、第

一次産業の担い手確保や、高校生を対象に地域との関わりを通して次代の

地域を担っていく人材育成等について、南部地域活性化基金を幅広く活用

し、関係市町とともに取組を進める。 
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紀伊半島大水害からの復興に向けて、神宮式年遷宮や高速道路の概成の

契機を生かし、熊野古道世界遺産登録 10 周年のプレイベントやキャンペ

ーンの実施など東紀州地域の積極的な情報発信に取り組むとともに、熊野

古道世界遺産登録 10 周年事業の準備を着実に進める。 

また、県民センターを改編し、南部地域においては「地域活性化局（仮

称）」を設置し、南部地域の活性化に取り組む。 
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２ 社会情勢の変化等に対応するため、特に注力する取組 

（紀伊半島大水害を踏まえた自然災害への緊急的な対応） 

集中豪雨が多発するなど自然災害への脅威が高まっていることから、紀

伊半島大水害の経験も踏まえ、県民の皆さんの不安を払拭するための緊急

的な取組を進める。 

具体的には、紀伊半島大水害により被災した施設の１日も早い復旧に向

けた取組を進めるほか、市町からの要望が極めて高い河川に堆積した土砂

の撤去や、河川・砂防・海岸施設の整備など、自然災害による被害を拡大

させないための取組に特に注力する。 

 

（子どもを守る取組） 

県内の児童虐待相談件数が増加している中、児童虐待を防止する観点か

ら、早期発見・早期対応や虐待を受けた子どもの保護などに、より的確に

対応する必要がある。そのため、介入型支援や法的対応等にかかる児童相

談センターの組織体制の充実と、職員のさらなる専門性の向上等に取り組

むとともに、市町の児童相談体制の充実に向け、専門的な助言や人材育成

支援等、市町の実情に応じたさまざまな支援に取り組む。 

また、深刻化するいじめの未然防止を図り、子どもたちが安心して学ぶ

ことができる環境づくりを強化するため、学級満足度調査2を活用した子ど

もたちの問題解決能力の育成や、地域ぐるみで子どもたちを支える子ども

支援ネットワークの構築および活用を進める。 

さらに、他県において、多数の通学児童等が死傷する交通事故や児童が

略取・監禁される凶悪事件が相次いで発生しており、通学路等の一層の安

全確保が課題となっていることから、子どもを通学路における危険から守

るため、交通安全施設や防犯施設等の充実・整備に取り組む。 

 

（「みえライフイノベーション総合特区」の推進） 

平成 24年度に国から指定された「みえライフイノベーション総合特区」

において、画期的な医薬品等の創出、県内への企業や研究機関の立地等に

より、県内経済の活性化等につなげる。そのため、庁内に「総合特区推進

本部」を設置するとともに、県内の産学官民が連携して、医療データベー

スの構築や研究開発支援拠点の整備・運営などに取り組む。 

 

                                                   
2 学級満足度調査：学校生活における児童生徒の意欲や満足感及び学級の状況を調べるもの。

この調査結果から、学級生活において支援の必要な児童生徒を把握するとともに、学級

全体の状況も把握する。 
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（首都圏営業拠点の整備） 

三重県の認知度向上、誘客、販路開拓といった営業活動を総合的、戦略

的に進めるため、東京日本橋に首都圏営業拠点を設置する。 

営業拠点では、三重ならではの特色ある魅力を前面に打ち出し、訪れた

方に三重の魅力を「予感・体感」していただけるよう、「食べる」、「買う」、

「体験する」といった複合的機能を持たせ、「三重の玄関口」としてのコ

ンシェルジュ機能3を強化する。 

 

（新県立博物館の開館に向けた準備の推進） 

平成 26 年の新県立博物館開館に向け、準備を着実に進めるとともに、

「文化交流ゾーン」を構成する各施設の連携強化に取り組む。 

 

（木曽岬干拓地の将来構想の検討） 

木曽岬干拓地の有効利用を図るため、県と関係市町で構成する協議会に

おいて、将来構想の検討を進める。 

 

（東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理） 

東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理については、県民の

皆さんの安全・安心を最優先に、放射能濃度がほとんど不検出で安全性

が確保されている岩手県久慈市の災害廃棄物の受け入れを進め、被災地

の一日も早い復興に協力する。 

 

                                                   
3 「三重の玄関口」としてのコンシェルジュ機能：首都圏において、食や観光、歴史、文化

など、三重の魅力を総合的に案内する機能のこと。 
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Ⅲ    成平成 25 年年度の行政運営に向けて    

※最終案では、今後の議論を踏まえ、平成 25 年度の行政運営にあたっての考え

方等について記載。 

 

（コンプライアンスの徹底） 

港湾改修工事にかかる不適正な事務は、県民の皆さんの県政全体に対する信

頼を大きく損なう重大な問題である。また、県の信用失墜につながる事務上の

不注意ミスや飲酒運転なども発生している。 

こうした中、県民の皆さんの県政に対する早期の信頼回復に向けて、法令遵

守・公務員倫理などコンプライアンスの徹底、危機意識の向上などに真正面か

ら取り組むことが求められている。 

このため、信頼される公務員としてのあり方をしっかり自覚することを目的

とした研修を実施するとともに、フラット制による個人単位の業務体制を改め、

チェック担当者、決裁者を増やすなど、グループ内でお互いに確認し合える業

務体制を再構築する。 

また、港湾改修工事にかかる不適正事務に関しては、情報公開・個人情報保

護制度推進要綱や公文書管理規程の見直しなどによるチェック体制の強化や、

事故繰越申請に際しての部内での意思決定手順の明確化や部外及び外部の視

点によるチェックなど、公共工事の各段階における意思決定の明確化と執行の

適正化、その他公共工事に携わる職員の技術力向上とサポート体制の確立など、

具体的な再発防止策を講じる。 

 

（「三重県行財政改革取組」の着実な推進） 

「三重県行財政改革取組」で掲げた具体的取組については、「ロードマップ」

で示した工程に基づき、引き続き適切な進行管理を行い、全庁的な推進を図る

とともに、特に、現在、進めている「三重県職員人づくり基本方針」の策定、

政策を推進するための新たなＰＤＣＡサイクルと予算編成プロセスの構築、地

域の特性に応じた組織体制等の構築、外郭団体等改革方針の策定、ネーミング

ライツ等による多様な財源確保策の導入などについては、平成 25 年度に着実

な成果を出せるようにさらに取組の推進を図る。 

 

（三重県職員人づくり基本方針策定による人材育成） 

県政運営をより的確に推進していくためのベースは「人」であり、県民の皆

さんとの信頼関係を高め、「協創」の取組を進めることができる、高い意欲と

能力をもった人材を育成することが求められている。 

このため、「みえ県民力ビジョン」に掲げる「県民との『協創』」「現場重視」

「職員力の向上」などの考え方を踏まえ、「県民とともにアクティブに、新し
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い三重を創っていく日本一の職員」をめざす「三重県職員人づくり基本方針」

を策定し、人材育成をこれまでの「職員任せ型」から組織の「積極関与型」へ

見直すとともに、ＯＪＴリーダーの設置など仕事を通じた人材育成機能の充実

などに取り組む。 

また、この「三重県職員人づくり基本方針」では、港湾改修工事にかかる一

連の不適正事務等の反省を踏まえ、コンプライアンス意識の向上に関する取組

を定め、高い倫理観を持ち、誠実かつ公平･公正に職務を遂行できる、県民の

皆さんから信頼される人づくりをめざす。 

 

（予算編成の基本的な考え方） 

本県の財政状況は、歳入面では、平成 24年度の法人関係税収が円高等の影

響から当初予算額を 50 億円程度下回る厳しい見込みであり、平成 25 年度も大

きな回復は期待できないものと見込んでいる。一方、歳出面では、社会保障関

係経費や公債費が 100 億円を上回って増加し、中期財政見通しでは、毎年度一

定の歳出削減を行ってもなお、要調整額が 4年間で 284億円程度発生する見込

みであり、極めて深刻な状況である。 

このような中で、「みえ県民力ビジョン」の実現に向けた取組を推進するた

め、徹底した事業の見直しに努めるとともに、予算編成プロセスを見直し、注

力すべきものには注力する一方で、事業の厳しい優先度判断により、新規・拡

充を上回る廃止・縮小を行い、メリハリのある予算を編成する。 

また、将来世代に負担を先送りしない、持続可能な財政運営を確立するため、

平成 26年度末の県債残高（臨時財政対策債等を除く。）を平成 23年度末より

も減少させる目標達成に向けて、平成 25 年度の県債発行の抑制に努める。 

 

（政策を推進するための新たなＰＤＣＡサイクルと予算編成プロセス） 

「みえ県民力ビジョン・行動計画」に掲げた目標を着実に実現・達成し、県

民の皆さんに成果を届けていくために、これまでの「みえ行政経営体系」を見

直し、成果レポートなどの評価結果を踏まえて、事業の改善効果を高め、予算

編成の優先度判断にも的確に活用していくことができる、政策を推進するため

の新たなＰＤＣＡサイクルを構築する。 

また、当初予算の編成にあたっては、翌年度の税金の使い道をオープンに議

論し、これまでの事業の成果を検証しつつ、県民ニーズや社会経済情勢の変化

に柔軟に対応できる予算の実現をめざした予算編成プロセスに見直す。このた

め、平成 25 年度当初予算編成にあたっては、従来の施策別財源配分制度を廃

止し、部局横断的な優先度判断に基づき、限られた財源を柔軟に無駄なく配分

できる仕組みに改める。あわせて、知事と部局長による協議を充実させるとと

もに、その協議の場の公開や査定理由の公表により、予算編成過程の一層の透

明化を図る。さらに、平成 26年度当初予算編成からは、重点化施策（仮称）
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を選定し、シーリングに一定の加算を行うことで、より一層の選択と集中を図

れるよう検討を進める。 

 

（組織運営の基本的な考え方） 

 限られた行政経営資源のなか、県民サービスの視点や地域の特性を踏まえ、

県組織全体として、現場重視で「みえ県民力ビジョン」の施策を的確に推進し

ていくことをめざして地域機関を見直す。見直しにあたっては、県民の皆さん

の安全・安心を最優先としながら、県民の皆さんから見て分かりやすく簡素で、

地域に必要な機能を備えた組織体制とする。 

 また、原則として、フラット制の組織運営を見直し、チェック機能の強化や

段階的な人材育成をめざした組織運営を図る。 

 職員数については、行財政改革等による業務減に伴う縮減を図るとともに、

予算編成の状況も踏まえたうえで、全庁的に選択と集中を図る。 

 

 

 


